
〇建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）〔抄〕
最終改正令和4年8月15日国土交通省令第60号

　（経営事項審査の受審）
第18条の2　法第27条の23第１項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の１
　年７月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

　（経営状況分析の申請）
第19条の2　登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するも
　のとする。
2　法第27条の24第2項及び第3項の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規
　定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない。

（経営状況分析申請書の記載事項及び様式）
第19条の3　法第27条の24第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
　一　商号又は名称
　二　主たる営業所の所在地
　三　許可番号
2　経営状況分析申請書の様式は、別記様式第25号の11によるものとする。

　（経営状況分析申請書の添付書類）
第19条の4　法第27条の24第3項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
　一　会社法第2条第6号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社（金融商品取引法第24条第1項の
　　　規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。）である場合において
　　　は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前3年の各事業年度の
　　　連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書
　二　前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第15号から第17号の2までによる直前3年の各事
　　　業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
　三　個人である場合においては、別記様式第18号及び第19号による直前3年の各事業年度の貸借対照表及び
　　　損益計算書
　四　建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第25号の12による直前3年の各事業年度の当該建
　　　設業以外の事業に係る売上原価報告書
　五　その他経営状況分析に必要な書類
2　前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、
　同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

　（再審査の申立て）
第20条　法第27条の28に規定する再審査（以下「再審査」という。）の申立ては、法第27条の27の規定による審
　査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。
2　法第27条の23第３項の経営事項審査の基準その他の評価方法（経営規模等評価に係るものに限る。）が改正
　された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた
　者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から120日以内に限り、再審査（当該改正に係る事項についての
　再審査に限る。）を申し立てることができる。
3　再審査の申立ては、別記様式第25号の14による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府
　県知事に提出してしなければならない。
4　第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するもの
　とする。
5　第2項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の
　規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府
　県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しな
　ければならない。

　（経営状況分析の実施基準）
第21条の6　法第27条の32において準用する法第26条の9の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおり
　とする。
　一　法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算
　　　機及びプログラムを用いて経営状況分析を行い、数値を算出すること。
　二　経営状況分析申請書及び第19条の4第1項各号に掲げる書類（以下「経営状況分析申請書等」という。）に記
　　　載された内容が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する確
　　　認基準に該当する場合においては、国土交通大臣が定める方法によりその内容を確認すること。
　三　経営状況分析申請書等に記載された内容が、適正でないと認める場合においては、申請をした建設業者か
　　　ら理由を聴取し、又はその補正を求めること。



　四　経営状況分析申請書等に記載された内容（前号の規定により補正が行われた場合においては、当該補正後
　　　の内容）が、国土交通大臣が定める各勘定科目間の関係、各勘定科目に計上された金額等に関する報告基
　　　準に該当する場合においては、国土交通大臣の定めるところにより、別記様式第25号の17による報告書を国
　　　土交通大臣又は都道府県知事に提出すること。
　五　登録経営状況分析機関が経営状況分析の申請を自ら行つた場合、申請に係る経営状況分析申請書等の作
　　　成に関与した場合その他の場合であつて、経営状況分析の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとし
　　　て国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る経営状況分析を行わないこと。
　六　第四号の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁
　　　的方法をもつて行うことができる。
　　イ　登録経営状況分析機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計
　　　算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて
　　　情報が送信され、国土交通大臣又は都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情
　　　報が記録されるもの
　　ロ　磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法


